
施 設 名

管 理 者 名 指定期間 ～

担 当 課

所 在 地

根 拠 法 令

設 置 条 例

施 設 設 置 目 的

管 理 ･ 運 営 に 関 す る 基 本 理 念 ， 方 針 等

市民の健康の保持及び福祉の増進に資するため，南区白根健康福祉センターを設置する。

公の施設目標管理型評価書【指定管理者施設用】

地域保健法

新潟市地域保健福祉センター条例

南区白根健康福祉センター

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

１　新潟市地域保健福祉センター条例に基づき，市民の健康の保持及び福祉の増進に資するとともに，市民の保
健及び福祉活動を支援するための施設を提供すること。
２　公の施設管理運営の責務を認識して管理運営を行うとともに，住民サービスの向上や平等の利用が確保され
ること。
３　利用者や市民などの意見要望を管理運営に反映させ，利用者の満足度を高めていくこと。
４　利用者に対し，安全及び快適な環境を提供すること。
５　新潟市個人情報保護条例に基づき，個人情報の保護を徹底するとともに，業務上知り得た情報について守秘
義務を遵守すること。
６　効率的かつ効果的な管理運営を行い経費節減に努めること。
７　法令を遵守し，施設の管理運営を適切に行うこと。

平成31年4月1日 令和5年3月31日

南区白根１３６４番地１２

南区役所健康福祉課

施 設 概 要

敷地面積３，８１６．５８㎡　建築面積１，４３７．３８㎡　延床面積３，２６３．３８㎡
鉄筋コンクリート造　３階建て
１階　事務室，茶の間スペース，キッズコーナー，保育室，ボランティアルーム，喫茶コーナー，
調理実習室，交流ホール，研修室
２階　検診・問診室，計測・診察室，機能訓練室，歯科指導室，研修室
３階　研修室，多目的ホール,電気室



令和元年度

視 点 評価
※

市 民 A

財 務 A

B

A

B

B

B

A

B

遵守している

防災関連の研修
を受講した

業務仕様書等に定める事
項の遵守

その他業務仕様書等に定め
る事項の遵守

事件・事故発生時の対応の
適切さ

事故発生０件
事件・事故発生は
なし

人 材

指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

近隣住民より来館車
両の件等で苦情が
あったが、5日以内
に対応した。

評価指標 評価コメント
※

あらたな外部研修を
受講し人材育成に
取り組んでいる。

当該施設の管理に係る関
係法令の遵守

コンプライアンス研修の実施
協定書に基づく研
修を１回以上行っ
た。

安全安心の確保

配置人員の業務理解度と
能力習得度の向上

職員研修を１回以上実施

常に迅速かつ適
切に対応された。

苦情・要望には５営業日以内
に回答

経費削減に努め
られた。

業 務

防災訓練を１回以上実施
消防設備訓練・避
難訓練を２回実施
した。

防災訓練を利用者と
実施し、利用者にも
防災意識を高められ
た。

自主事業として「まちなかコンサート」を7回、認知症予防体操「まちなかの和」を11回、介護予防体操「お達者で前教室」を
11回、子育てカフェ「プティカドー」を10回、まちなか講座「しろねの今とむかしのお話」を1回、「語りべによるおとぎ話」を1
回、隣接施設（自動センター、ひまわりクラブ）と協働事業「しろねあきまつり」1回、開催いたしました。加えて施設内で開催
される「みんなのお茶の間」に協力し計9回、音楽遊びを実施しました。また、認知症カフェ「かけ橋」の運営に協力していま
す。新型コロナウイルス感染症により、活動を自粛したことによって自主事業の開催が少なくなってしまいましたが、次年
度に向けて計画を立てたいと思っています。地域での活動は、「こころの居場所　ぱるのにわ」で歌声喫茶を月１回、放課
後等デイ「ぷぁぷ」で音楽遊びを月1回開催しました。また、地域の茶の間や施設を訪問し、音楽遊びやミニコンサートを開
催しました。外部研修にも参加し、救命講習、応急処置、消火活動放水実技訓練等を学びました。

評価項目

苦情・要望に対する対応

改善勧告時の対応の迅速
さ・適切さ

管理運営経費の削減

経費削減（特に電気
料金引き下げに努
めた基本電力を
1kwh引き下げた）消
耗品は、安値を調べ
購入した。

改善勧告等はなし
改善内容に応じて，軽易なも
のは即日，時間を要するもの
は１週間以内に改善対応

管理運営経費の削減努力

施設の管理・運営に関する基本理念・方針等を認識し、適切かつ確実に管理運営をされた。
日頃から施設の点検を確実に行い、施設利用者に対し安全かつ快適な環境を提供している。
自主事業については、内容も多彩で、参加者の満足度を上げるために創意工夫している。本業務の実施を妨げない範囲
において積極的に実施されたい。
また、職員研修については、新たな外部研修を受講するなど積極的に人材育成に取り組んでいることを評価する。

労働基準の充足 労働関係法令の遵守
労基法・安衛法に
基づき管理

実績

所 管 課 に よ る 総 合 評 価 （ 所 見 ）

【評価基準】
Ａ：要求水準（評価指標）を達成し、かつその達成度・内容が優れている

Ｂ：要求水準（評価指標）が達成されている
Ｃ：要求水準（評価指標）が達成されていない

※評価について、「A」を付ける場合は「優れている点」を、「C」を付ける場合は「達成されていない点」を、「評価コメ
ント」欄に明記してください。（評価指標が達成されているだけなら「B評価」で、その達成度や内容が優れていな
ければ「A評価」とはなりませんので、ご注意ください。）


